


 

【しきい値判断フロー図（「特定個人情報保護評価指針の解説」より）】 

 

【特定個人情報保護評価の実施方法の違い】 

し
き
い
値
判
断
の
結
果 

評価の種類 国民（住民）の

意見聴取(＊1) 

第三者点検第三者点検第三者点検第三者点検    

 

公 開 

(＊2) 

基礎項目評価 × × ○ 

 

基礎項目評価＋重点項目評価重点項目評価重点項目評価重点項目評価 

△ 

※各機関の裁

量により意

見聴取を実

施可能 

△ 

※各機関の裁

量により第

三者点検を

実施可能 

○ 

 

 

基礎項目評価＋全項目評価全項目評価全項目評価全項目評価 

○ 

※全件意見聴

取を実施 

○ 

※全件第三者※全件第三者※全件第三者※全件第三者

点検を実施点検を実施点検を実施点検を実施    

○ 

 

＊1：意見聴取を実施した場合は、得られた意見を十分考慮したうえで評価書に必要な見直しを行う。 

＊2：特定個人情報保護委員会への提出を含む。 

 

 



 

（「特定個人情報保護評価指針の解説」より） 

 


